
目標１：育児や介護しやすい環境を図るため、年次有給休暇や夏季休暇の計画的

な取得促進や、育児・介護休業法等の制度利用促進の周知を図る。 

    また制度やその取得方法について、常時相談受付し、職員が情報を得ら

れやすい環境にする。 

目標２：現在の月曜日以外に定時退社の日を設置、周知する。 
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職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい職場環境の整備を行うた

め、次のように行動計画を作成する。 

 

１ 計画期間 

  令和５年４月 1 日～令和８年３月３１日までの３年間 

 

２ 内容 

 

 

 

 

 

＜対策＞ 

令和５年４月～  年次有給休暇・夏季休暇の取得状況の確認。 

育児・介護休業法等制度の再周知。 

労務担当職員が研鑽のため研修会に参加する 

令和６年４月～  年次有給休暇・夏季休暇それぞれの年間５日間取得予定表の作成 

           育児・介護休業法等制度利用促進のため、対象職員への説明用チラ

シの作成 

令和７年４月～  チラシによる育児・介護休暇取得職員への説明 

 

 

 

 

 

＜対策＞ 

令和５年４月～  職員の超過勤務状況の把握 

         超過勤務における健康障害についてチラシを作成し周知する 

令和６年４月～  定時退社日の設定。社内 PR 

   

                                 ― 以上 － 

 


